
各務原市基幹相談支援センター業務委託仕様書 

 

１． 業務名 

  各務原市基幹相談支援センター業務委託 

 

２． 契約期間および履行期間 

準備期間 契約日から令和７年３月３１日まで 

契約期間 契約日から令和１２年３月３１日まで 

  履行期間 令和７年４月１日から令和１２年３月３１日まで 

  ※業務開始は令和７年４月１日からとし、契約締結日から業務開始までは準備期間とする。

準備期間中の費用の支払いは生じないこととする。 

 

３．運営時間等  

 （１）窓口の開設時間は次のとおりとする。 

  ①月～金曜日 午前８時３０分から午後５時１５分 

   なお、国民の祝日に関する法律（昭和２３年法律第１７８号）に規定する休日及び１２月２ 

９日から翌年１月３日までの日〔国民の祝日に関する法律（昭和２３年法律第１７８号）に

規定する休日〕を除く。 

  ②運営時間外においても緊急時の相談や虐待通報受理ができる体制を構築すること。 

   （なお、携帯電話等による体制でも可とする。） 

 

４．履行場所 

  障がい者等の利便性を考慮した場所 

 

５．対象者 

  市内に在住する障がい者及び障がい児もしくはその疑いがある児者とその家族、関係者等（以

下「利用者」という。）。 

 

６．運営に関する基本的な事項 

  事業の運営にあたっては次に掲げる事項に従って適正に行うこと。 

 （１）障がいの種別や各種ニーズに対応できる総合的な支援や専門的な相談支援を実施すると

ともに、気軽に安心して利用できる環境づくりに資するよう運営を行うこと。 

 （２）利用者の心情に配慮し、きめ細かいサービスの提供に努めること。 

 （３）利用者の公平利用を確保し、公正な運営を行うこと。 

 （４）地域の相談支援事業所、保健所、病院、警察等との連携を図り、適切に運営すること。 

 （５）効率的な運営を行い、経費の削減を図ること。 

 

７．法令等の順守 



  事業の運営にあたっては、本仕様書のほか関係法令等を遵守しなければならない。 

  特に次の法令等に留意すること。 

 （１）障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律（平成１７年法律第１２

３号。以下「法」という。） 

 （２）身体障害者福祉法（昭和２４年法律第２８３号） 

 （３）知的障害者福祉法（昭和３５年法律第３７号） 

 （４）精神保健及び精神障害者福祉に関する法律（昭和２５年法律第１２３号） 

 （５）各務原市相談支援事業実施要綱（平成１８年９月２９日決裁） 

 （６）個人情報の保護に関する法律（平成１５年法律第５７号） 

 

８．業務内容 

  業務の範囲は次のとおりとする。 

 （１）総合的・専門的な相談支援 

   ①身体障害者福祉法第９条第５項第２号及び第３号に規定する身体障がい者に対する情報

提供及び相談等に関すること 

   ②知的障害者福祉法第９条第５項第２号及び第３号に規定する知的障がい者に対する情報

提供及び相談等に関すること 

   ③精神保健及び精神障害者福祉に関する法律第４９条第１項に規定する精神障がい者に対

する情報提供及び相談等に関すること 

   ④各相談機関だけでは支援困難な障がい者及び障がい児もしくはその疑いがある児者とそ

の家族への相談支援 

 （２）地域の相談支援体制の強化の取組 

   ①地域の相談支援事業者の人材育成の支援（研修会の企画・運営、日常的な事例検討会の開

催、サービス等利用計画及び障害児支援利用計画の点検・評価等）  

   ②地域の相談支援事業者に対する訪問等による専門的な指導、助言  

   ③地域の相談機関（相談支援事業者、身体障害者相談員、知的障害者相談員、民生児童委員、

高齢者、児童、保健・医療、教育・就労等に関する各種の相談機関等）との連携強化の取

組（連携会議の開催等） 

 （３）地域移行・地域定着の促進の取組 

   ①地域移行、地域定着に向けた広報、普及啓発  

   ②地域生活を支えるためのネットワーク作り  

 （４）市障がい者地域支援協議会の運営 

   ①地域生活支援拠点等の整備（地域生活支援拠点等のコーディネーターの配置） 

   ②医療的ケア児支援検討会議の運営（医療的ケア児等コーディネーターの配置） 

   ③精神障がい者にも対応した地域包括ケアシステムの構築 

 （５）権利擁護・虐待の防止  

   ①虐待防止センターの運営 

   ②権利擁護・虐待防止に関する広報、普及啓発及び専門的な支援等   



   ③成年後見制度の周知、利用促進 

 

９．職員の体制、資格等 

 （１）受託者は、業務を円滑に行うために以下の配置をすること。 

   ①あらかじめ管理責任者を定めるものとする。 

   ②常勤職員を４名以上配置すること。 

   ③常勤職員の資格として相談支援専門員（うち主任相談支援専門員１名以上）、社会福祉士、

精神保健福祉士等を有する者とすること。 

   ④窓口開設時間内については、最低１名以上の職員を事務所等に残し、相談に対応できる

ようにすること。 

 （２）受託者は、契約締結後すみやかに、職員名簿を市に提出しなければならない。また、異

動があったときは、その都度異動届を提出しなければならない。 

 （３）職員の退職、休職その他の事情により、（１）②、③に定める人員が欠けたときは、代替

の職員を配置すること。代替の職員が配置できない場合は、その期間に応じた委託料の

金額を支払わないものとする。 

 

１０．職員の責務 

 （１）職員は、相談者及び相談世帯に関する個人情報の保護に万全を期すものとし、その業務

上知り得た秘密を漏らしてはならない。 

 （２）職員は、資質の向上を図るため各種研修会への参加や他の職種との交流等あらゆる機会

をとらえ、自己研鑽に努めるものとする。 

 

１１．施設の設備  

 （１）「８ 業務内容」を遂行するために必要な「９ 職員の体制、資格等」の人員が執務でき

るスペースを確保すること。  

 （２）事務室内には事務机・椅子一式、施錠可能な書類保管庫を整備し、各務原市障がい者基幹

相談支援センター（以下「基幹相談支援センター」という。）として専用で利用できるパ

ーソナルコンピューター、電話、プリンター、ファクシミリ等を設置すること。  

 （３）基幹相談支援センターにおいて、専用で利用できる電話番号、ファクシミリ番号、電子メ

ールアドレスを取得すること。  

 （４）基幹相談支援センターの業務を行っていることの案内表示をすること。  

 （５）（１）から（４）の設備類及びその他の設備に関する経費は、受託者が負担すること。  

 （６）自動車配備に関する費用や自動車運用に係る交通事故等の損害金、その他自動車整備に関

する一切の責任は受託者が負うものとし、その他の設備類等に係る契約についても市は一

切関与しないものとする。  

 

１２．留意事項  

 （１）苦情対応  



   ①苦情対応の責任者及び担当者、その連絡先を掲示するなど明らかにし、利用者等から苦情

の申立てがある場合は、迅速かつ誠実に対応すること。  

   ②苦情及び対応の内容について記録すること。  

   ③利用者等が苦情申立て等を行ったことを理由に不利益な取扱いをしないこと。  

 （２）事故発生時の対応  

    利用者等に対し、業務の提供により事故が発生した場合、市、当該利用者の家族等連絡

を行うとともに、必要な措置を講じること。また、事故の状況、処置について記録しな

ければならない。 

  

（３）損害賠償  

    本仕様書の各条項に違反し、又は法及び民法その他の関係法令に違反し、利用者又はその

家族の生命、身体、財産に損害を与えた場合には、その損害賠償の義務を負う。ただし、

受託者に過失がない場合は、市との協議により解決する。  

 （４）秘密保持  

    受注者は、別記「個人情報取扱特記事項」を遵守し、委託業務の処理上知り得た秘密を他

人に漏らしてはならない。 

 （５）中立義務  

    委託業務の実施にあたっては、利用者を特定のサービス事業者等による障がい福祉サービ

スを利用するよう誘導し、若しくは指示すること等により、特定の障がい福祉サービス事

業者等を有利に扱うことがないよう公正中立を確保すること。  

 （６）障がい者差別解消  

    障害を理由とする差別の解消の推進に関する法律（平成２５年法律第６５号）に基づき、

合理的配慮等に留意し、差別解消に努めること。  

 （７）業務引継ぎ  

    受託者は契約終了後、他者に業務の引継ぎを行う必要が生じた場合には、利用者の利便性

を損なわないように必要な措置を講じ、円滑な引継ぎに努めるものとする。 

 

１３．実施状況の報告及び調査 

 （１）市は受託者に対し、事業の実施状況の報告を求め、または現地調査を行い、助言、指導

することができる。 

 （２）受託者は、市が業務関係資料等の提出を求めたときは、これを作成し、提出しなければ

ならない。 

 （３）受託者は、事業を実施した月の翌月の１０日までに、次の内容について記録した報告書

を提出すること。様式は社会福祉課の担当職員と協議しその指示に従うこと。 

    ①相談支援件数月報 

    ②相談支援対応記録 

    ③事業実績報告 

 



１４．帳簿 

 （１）受託者は、委託料の収支に関する帳簿その他事業運営にかかる記録簿等を整理し、経理

状況等を明らかにしておかなければならない。 

 （２）受託者は前項に規定する帳簿等をサービスを提供した日の属する年度の翌年度から５年

間保存しなければならない。 

 

１５．委託料の支払い方法 

   業務履行期間に係る費用の支払い方法は受注者の請求に基づき６か月ごと年２回の前払い 

とする。市は、適法の請求書を受理した日から３０日以内に支払うものとする。端数が生じ 

た場合は最初月に支払うものとする。 

 

１６．その他 

 （１）本仕様書に定めにない事項については、社会福祉課の担当職員と協議しその指示に従う

こと。 

 （２）受託者は契約の履行に当って暴力団又は暴力団員等から事実関係及び社会通念等に照ら

して合理的な理由が認められない不当若しくは違法な要求又は契約の適正な履行を妨

げる妨害を受けたときは、市長及び各務原警察署長へ通報しなければならない。なお、

正当な理由がなく通報がない場合は入札参加資格停止の措置を行うことがある。 

 （３）受託者は、暴力団又は暴力団員等による不当介入を受けたことにより、履行期間内に業

務を完了することが出来ないときは、契約書等に基づき協議を行うものとする。 

 


